
介 護 予 防 訪 問 看 護 重 要 事 項 説 明 書 

 
１．事業所の概要 

 
２．事業者の職員体制 

 
３．営業時間 
　（１）営業日　　　月曜日から金曜日　　 

※ 祝・祭日、１２月２９日から翌年の１月３日までを除きます。 
　（２）営業時間　　午前８時３０分～午後５時１５分 
　（３）特に必要があると認めるときは、営業日、営業時間を変更することができ 
　　　　る。 
 
４．サービス提供の主な内容 
（１）病状及び障害の観察 
（２）清拭、洗髪等による清潔の保持・食事、排泄等日常生活の世話 
（３）褥瘡の予防又は処置 
（４）リハビリテーション 
（５）認知症患者の看護 
（６）療養生活又は介護方法の指導 
（７）カテーテル等の管理 
（８）特別管理体制による訪問看護 
（９）２４時間連絡体制による訪問看護 
（１０）その他医師の指示による医療処置 

 
事　業　所　名 訪問看護ステーション西八代

 
所　　在　　地 西八代郡市川三郷町市川大門４１６番地

 
事業所指定番号 １９６０６９００１２

 
連　　絡　　先

０５５－２７２－５１９４ 
（Fax；０５５－２７２－５１３１）

 
サービス提供地域 西八代郡　（市川三郷町）

 
職　　　種 人　　　　　　　員

 
管　理　者 　１　名　（従業者と兼務）

 
従　業　者 ３　名以上　(常勤３名）



５．利用料等 
（１）利用料・利用者負担金 
　　　　介護保険の適用がある場合は、次の利用料の１割、２割、あるいは 

３割が利用者負担金となります。 

 
※早朝（午前６時～８時）、夜間（午後６時～１０時）に訪問看護を行った 
場合は、上記金額の２５％増しの利用料となります。 

※深夜（午後１０時～午前６時）に訪問看護を行った場合は、５０％増しの

利用料となります。 
 
 

（２）加算料金 

 
所　要　時　間 利　用　料

利用者負担金 
１割

利用者負担金 
２割

利用者負担金 
３割

 
～２０分未満 ３,０３０円 ３０３円 ６０６円 ９０９円

 
～３０分未満 ４,５１０円 ４５１円 ９０２円 １,３５３円

 
３０分～６０分未満 ７,９４０円 ７９４円 １,５８８円 ２,３８２円

 
６０分～９０分未満 １０,９００円 １,０９０円 ２,１８０円 ３,２７０円

 
加 算 内 容 利　用　料

利用者負担

金 １割

利用者負担

金 ２割

利用者負担

金 ３割
 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 
　勤続 7 年以上の職員が 30％以上 

で要件を満たした事業所

６０円／回 ６円 １２円 １８円

 
退院時共同指導加算 
　退院･退所時に医師と連携

６,０００円／回 ６００円 １,２００円 １,８００円

 
初回加算　Ⅰ　退院した日に初回訪問 
初回加算　Ⅱ　上記以外

３,５００円／月 
３,０００円／月

３５０円 
３００円

７００円 
６００円

１,０５０円 
９００円

 
看護･介護職員連携強化加算 
　訪問看護事業所と連携して､痰の 

吸引等が必要な方

２,５００円／月 ２５０円 ５００円 ７５０円

 
複数名訪問加算(Ⅰ) 　　　　　　　  
2 人の看護師等が同時　30 分未満 
に訪問看護を行う場合　30 分以上 

　　　〃　　（Ⅱ）　　　 
看護師等と看護補助者  30 分未満 
が同時に訪問看護を行　30 分以上 
う場合

 
２,５４０円／回 
４,０２０円／回 

 
２,０１０円／回 
３,１７０円／回 

 
２５４円 
４０２円 

 
２０１円 
３１７円

 
５０８円 
８０４円 

 
４０２円 
６３４円 

 
７６２円 

１,２０６円 
 

６０３円 
９５１円 



 
（３）その他利用料（実費） 

 
（４）利用者負担金の支払方法 
　　　口座振替もしくは、交付した振込用紙での支払いとします。 

 
 
 
 
 
 

 
長時間訪問看護加算 
　特別管理加算対象者について 1時

間 30 分以上の訪問看護の実施

３,０００円／回 ３００円 ６００円 ９００円

 
中山間地域訪問看護加算 

実施地域外の中山間地域に居住 
される方

５％／回 
(基本利用料に対して)

０.５％／回 ０.５％／回 ０.５％／回

 
特別管理加算Ⅰ 
　留置カテーテル等使用されてい

る方、在宅悪性腫瘍指導管理等を

受けている方等 
特別管理加算Ⅱ 
　真皮を超える褥瘡の状態、在宅 

酸素管理を受けている方、ストマ

造設している方等

５,０００円／月 
 
 
 

２,５００円／月

５００円 
 
 
 

２５０円

１,０００円 
 
 
 

５００円

１,５００円 
 
 
 

７５０円

 
緊急時訪問看護加算 ６,０００円／月 ６００円 １,２００円 １,８００円

 
加 算 内 容 利用者負担金

 
エンゼル料 
　死亡後の看取りの手当

１０,０００円

 
交通費　　　　　　　　西八代郡内 
　　　　　　　　　　　西八代郡外 

実施地域を越えた所より 1km につき

無料 
５０円(往復)

 
延長料金 
　長時間訪問看護加算に該当しない方で 

1 時間 30 分以上の訪問看護の実施 
　　　　　　　　　最初の 1 時間 
　　　　　　　　　以降 30 分ごと　

 
 
 

２,４００円 
１,２００円



６．事故発生時の対応 
　　（１）利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市

町村、利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じることとします。 
 
　　（２）事業者は、サービスの実施にあたって、自らの責めに帰すべき事由により

利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、賠償責任を速やか

に行います。 
 
７．秘密の保持 
　　（１）事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する

秘密・個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険があ

る場合など正当な理由がある場合を除いて、サービス期間中及びサービス

終了後、第三者に漏らしてはならないものとします。 
 

（２）事業者は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得た場合は、

前項にかかわらず、一定の条件の下で情報提供をすることができるものと

します。 
 

８．相談窓口、苦情対応 
（１）相談・苦情連絡先 

・ 訪問看護ステーション西八代　　　担当：望月 
Tel　０５５－２７２－５１９４ 
Fax　０５５－２７２－５１３１ 

 
（２）その他 
　　　　居住町村の介護保険相談窓口及び山梨県国民健康保険団体連合会に苦

情を申し立てることもできます。 
 

・ 市川三郷町役場介護課包括支援係 
　　 Tel　０５５－２７２－１１０６ 
・ 山梨県国民健康保険団体連合会 
　　 甲府市蓬沢１－１５－３５（山梨県自治会館内） 
　　 Tel　０５５－２３３－９２０１ 

 
９．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

　　　　　実施の 有　　無 

 
 



１０．緊急時の対応方法 
　　　利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師等の指示に 

従います。 
 

（１）主　治　医 
・ 医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
・ 主治医氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
・ TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
（２）緊急時連絡先 

・ 連絡者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
・ TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
 
 
 
　　　サービス契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明しました。 
 
　　　　　　　　　　　　　　事業者　　西八代郡市川三郷町市川大門４１６番地 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訪問看護ステーション西八代 
 
　　　　　　　　　　　　　　説明者 
 
 
　　　サービス契約の締結にあたり、上記により重要事項の説明を受けました。 
 
　　　令和　　　年　　　月　　　日 
 
　　　　　　　　　　　　　利用者　　住所 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 
 
　　　　　　　　　　　　（代理人）　住所 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印


